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要約 

JICA をはじめとする開発援助機関は、急激な都市化が進行する開発途上国の都市を対象

に都市交通マスタープランの作成や都市交通インフラへの技術及び資金協力を通じた支援を

行っている。一方で、都市鉄道、LRT (Light Rail Transit)、BRT（Bus Rapid Transit）の整備を

マスタープランで提案しても、コストが膨大なため実現に結びつかない、あるいは運営段階で

の資金ショートにより運行に支障をきたす場合があり、マスタープラン段階からの実効性のある

インフラファイナンスのあり方が課題となっていた。そこで、筆者らは、インフラが周辺地域に及

ぼすスピルオーバー効果（Spillover effect、沿線地域における民間投資の活性化や雇用の増

大など鉄道インフラ等の開発によるその周辺地域への間接的な経済効果）に着目し、同効果

を取り込んだ新たなインフラファイナンスの実務の促進に資する研究を実施した。具体的に

は、3 ヵ国の途上国都市の関係機関を対象にしたスピルオーバー効果を取り込んだ新たなイ

ンフラファイナンスに関するヒアリングを実施し、その過程で得られた知見を踏まえ、マスタープ

ラン段階におけるスピルオーバー効果を取り込んだインフラファイナンス検討の標準的なワー

クフローを提案した。同手法適用の判断の観点として、スピルオーバー効果を活用したファイ

ナンス手法導入に関する交通当局/交通事業者と税務当局の方針の一致の程度、非運賃収

入向上へのインセンティブ、公示地価制度を含む固定資産税制の成熟度とデータ公表にあた

っての社会状況の三点を指摘するとともに、スピルオーバー効果計測のデータソースとして、
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実務的観点から地価データの有効性を指摘した。インフラファイナンスの選択肢の一つとして

同手法の検討をマスタープラン段階から実施することで、開発途上国の都市交通インフラのフ

ァイナンスの課題解決が促進されることが期待される。 
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開発途上国、都市交通、スピルオーバー効果、インフラファイナンス、マスタープラン 
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1. はじめに 

1.1  本稿の背景と目的 

JICA は、東南アジア諸国をはじめ、多くの開発途上国の大都市において、都市鉄道の整

備を支援してきた（国際協力機構（JICA）運輸交通ナレッジ、2021）。世界の都市圏の人口割

合は年々増加傾向にあり、都市人口は 2015 年の約 40 億人から 2030 年に 50 億人を超え、

2040 年には 60 億人まで増加すると推定されている（総務省、2020）。これに伴い、人口増加

に対して交通インフラの容量がひっ迫し、慢性的な道路交通の渋滞やこれに伴う大気汚染等

の都市問題が生じている。これら問題の解決策として、都市鉄道はその大量輸送性及び高速

性、高いエネルギー効率性の観点から、特に交通需要の多い大都市部において有効な手段

となっている（独立行政法人国際協力機構 経済基盤開発部、2011）。 

JICA では、こういった課題の解決に向け、個別単体のプロジェクトの実施のみならず、都市

交通の持続的な発展のための枠組みとして、都市交通マスタープラン1の策定を行い、上流段

階から総合的な都市交通の課題解決に向けた支援を行っている。都市交通マスタープランで

は、最終的に都市全体の開発方針と、これに基づいた交通プロジェクトや土地利用計画など

が示される。特に、大都市の幹線は交通需要が非常に多いことから、これに応じて都市鉄道

が提案され、JICA はその建設を支援してきた。 

しかしながら、都市鉄道の建設及び運営に要する資金は膨大であり、資金確保は事業実施

の大きな課題である。まず建設資金を負担する中央政府や自治体の財政力が一定程度ある

ことが必要と考えられる。JICA・アルメック（2011）は、メトロ供用が経済的に可能な都市の発展

段階は、「都市圏人口×一人当たり GDP」の値が 30 億 USD から 300 億 USD（日本円で約

3,000 億円から 30,000 億円程度）の発展段階であり、実態としてこの時期に開業しているメトロ

が多いと指摘している。これは、都市交通の整備は一定程度の都市の発展段階に至るまでは

実施が困難であること、また都市交通の整備には相応の都市人口や税収に裏打ちされた資

金源が必要なことを示唆している。また、運営資金の継続的な確保も重要であり、フィリピン・

マニラの MRT3 号線は 2000 年の開業後 12 年間は安定して運営されていたが、その後の予

算不足等もあり、適切な維持管理業務が実施されず、現在は，線路や車両が劣化し，運行トラ

ブルが頻発する事態となっている（外務省、2018）。図 1 は、2030 年を目標年次とするパキス

タン国ラホール都市交通マスタープランで提案された優先プロジェクトの一例であるが、主要

な鉄道事業だけを抜き出しても、約 68 億 USD（日本円で約 6,800 億円程度）と事業規模の大

きさが理解できる。また、マスタープランにおいて、優先プロジェクトのファイナンス（資金調達

                                                      
1 マスタープランには多種多様な種類があり、例えば JICA が作成しているマスタープランには、都市計

画マスタープラン、都市開発マスタープラン、都市交通マスタープラン、地域開発マスタープランなどが

ある。一方で、本稿の対象とするのは都市交通整備に伴うスピルオーバー効果であり、ある程度の事業

規模の都市交通インフラを想定しているため、マスタープランの優先プロジェクトとして一定規模の都市

交通インフラが含まれる蓋然性が高いマスタープランとして、ここでは都市交通マスタープランと記載し

ている。他方、都市開発マスタープランや都市計画マスタープランの中でも本稿で提案するスピルオー

バー効果を活用したファイナンス手法の適用は可能である。 
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の方策）の具体策に関する実効性のある検討、提言がされている場合は限られる。 

これら背景を踏まえ、本稿ではインフラのスピルオーバー効果（Spillover effect）に焦点を当

てる。インフラのスピルオーバー効果とは、鉄道インフラ等の開発によるその周辺地域への間

接的な経済効果とされる。具体例として沿線地域における民間投資の活性化や雇用の増大

などがあげられ、先行研究によれば主に沿線地域の固定資産税等のデータによって計測され

ると指摘されている（Yoshino et al., 2019）。本稿で着目するスピルオーバー効果に着目したフ

ァイナンスは、固定資産税などの税の使途変更を伴うものであり、制度変更のプロセスとともに、

税務当局や議会における承認など、税使途変更に係る意思決定を必要とする。そのため、事

業の初期段階である都市交通マスタープラン段階からのスピルオーバー効果を活用したファ

イナンス手法に係る議論の組み込みが必要である（実行可能性段階調査：F/S 段階では遅い

可能性が高い）。他方、1.2 に詳述するようにスピルオーバー効果を活用したファイナンス手法

についての理論的研究の蓄積が進みつつあるものの、スピルオーバー効果を活用したファイ

ナンス手法の適用可能性に関する基礎条件の明確化（対象国、対象都市、対象交通路線に

おいてどのような基礎条件があればスピルオーバー効果を活用したファイナンスをマスタープ

ラン段階から議論していく素地があるか）や、先行研究で提示されているスピルオーバー効果

測定手法の実務的な適用可能性の検証（先行研究で提示されている手法は、開発途上国の

文脈を踏まえ実務的にどの程度適用可能か）といった実務化の観点からの課題が残っている。

さらに、実務においてスピルオーバー効果を活用したファイナンス手法を適用する場合、マス

タープランの策定業務の一業務として実施することとなるが、マスタープラン策定業務におけ

る具体的な作業項目やワークフローは現時点でまだ明示化されていない。また、JICA が実施

する M/P 策定はコンサルタントに発注されて実施されることが一般的だが、ワークフローが未

確定のため標準的な TOR（Terms of Reference）も存在しない。これら背景を踏まえ、本稿では

開発途上国の複数の都市の関係機関に対し、スピルオーバー効果を活用したファイナンス手

法の適用可能性についてヒアリングを行い、適用に前向きなケース、そうでないケースを含め

検討プロセスの中で得られた知見を整理する。さらに、それら知見を基礎に、同手法の実務で

の本格適用にあたり、マスタープラン段階でどういった項目を検討すべきかについての標準的

なワークフロー（TOR）2を検討・提案することで実務化を促進することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 JICA が実施する M/P 策定はコンサルタントに発注されて実施されることが一般的であり、ワークフロ

ーが標準的な TOR（Terms of Reference）の原型となる可能性が高いことから本稿において両者は同義

と位置づける。本稿は、実務化を促進する観点から、今後、スピルオーバー効果を活用したファイナンス

の検討を含める M/P 策定業務についての標準的な TOR を提案することを目的とすることから、本稿で

はワークフロー（TOR）という表現を用いる。 
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図 1：都市交通マスタープランにおける優先プロジェクトの例 

（単位：100 万 USD） 

出所）JICA・アルメック・オリエンタルコンサルタンツ（2012） 

 

ここで、本稿で提案するスピルオーバー効果を活用したファイナンス手法に関し、開発利益

還元（Land Value Capture）と PPP3も含めた都市交通の資金調達の枠組みの観点からその位

置づけを整理したい。まず都市交通事業の開発利益還元の観点について述べる。本稿で扱

うインフラのスピルオーバー効果は、広義には開発利益還元4の一種である。Suzuki et al. 

（2015）は、開発利益還元手法を税ベースの開発還元利益手法（Tax or fee-based land value 

capture instruments）と開発権ベースの開発還元利益手法（Development-based land value 

capture instruments)に分類している（図２）。このうち、スピルオーバー効果を活用したファイナ

ンス手法は、広義には固定資産税ないし土地税方式（Property and land instrument）に分類さ

れると考えられる。一方で、従来の一般的な固定資産税ないし土地税方式の考え方は、都市

交通整備後の沿線不動産（土地や建物）の（推定）鑑定価格をもとにした税収を（使途に制約

を設けないという意味での）一般財源として活用することを念頭に置いている5が、本稿で焦点

を当てるスピルオーバー効果を活用したファイナンス手法は、都市交通整備によるスピルオー

バー効果を固定資産税や地価等のデータにより（事後的に）計測し、都市交通事業に（使途

を制約して）還流させる点で、これまでの固定資産税ないし土地税方式の考え方と違いがある。

そのため、筆者らが知る限りにおいては、先進国・開発途上国含め先行事例はほとんどなく6、

新たな取り組みと言える。また、都市交通事業の資金調達の観点からの位置づけとして、都市

交通事業の資金調達手法には自国資金や円借款，PPP 等の手段が存在するが、インフラの

整備に伴いその周辺に生じるスピルオーバー効果をインフラの建設及び運営資金に充当す

ることにより、事業の実現可能性が高まることが期待される。昨今では開発援助の文脈でもイ

                                                      
3 Public-Private Partnership 
4  開発利益還元には文献ごと様々な定義がある。田中（1990、pp. 108-133）は、開発利益を「何らかの

事業が実施され、土地の便益を増す施設が建設されることによってもたらされる地価上昇による利益」と

している。そのうえで、土井（1990）は、開発利益還元を「土地所有者等の特定の主体へ外部効果として

帰属する便益あるいは増価について、その一部あるいは全部を、公共あるいは事業者へ回収し内部化

するために必要とされる方策」としている。 
5  あくまで一般論であり、国ごとに、また時代ごとに制度に多様性がある点に留意されたい。例えば、英

国における開発利益還元制度の変遷は、渡辺（1976）等を参照のこと。 
6  厳密な意味で、本稿で焦点を当てるスピルオーバー効果を活用したファイナンス手法と同様の先行

事例はほぼないと理解しているとの趣旨であり、広義の開発利益還元（Land Value Capture）の考え方を

活用した先行事例は存在する。例えば、開発権ベースの開発還元利益手法は、香港、東京、ワシントン、

ロンドン、南昌、デリー、ハイデラバードなどで活用されている（Suzuki et al, 2015)。詳細は、Suzuki et al 

(2015)を参照のこと。 
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ンフラの間接効果であるスピルオーバー効果を取り込んだ新たなインフラファイナンスが

ADBI（Asian Development Bank Institute）を中心に提唱されており（Hayashi et al, 2020, Endo 

& Seetharam, 2021）、これら理論的枠組みをベースにした実務化が求められている7。本稿の

目的は、これまで都市交通インフラの整備・運営の財源として必ずしも十分に着目されてこな

かったスピルオーバー効果に着目し、その実務化を促進するために取り組んだ筆者らの実践

から得られた知見をもとに策定したマスタープラン段階での標準的なワークフロー（TOR）を共

有することにある。なお、都市交通インフラのファイナンスの課題解決には、PPP も含めた複数

の解決策の中から当該国、当該プロジェクトの文脈にあわせ解決策をオーダーメイドで検討し

ていくことが必要であり、スピルオーバー効果をもって都市交通インフラのファイナンスが一挙

に解決するという趣旨ではないが、スピルオーバー効果に着目したファイナンスを新たな選択

肢として加えることにより、課題解決のバリエーションの強化と資金調達のハードルを部分的に

でも下げることが期待される。 
 

図 2：主な開発利益還元手法 

 

出所）Suzuki et al (2015) 

                                                      
7 ADBI では、スピルオーバー効果の活用とともに土地信託スキーム（Land Trust Scheme）の活用を提

唱している（Yoshino et al, 2019, Endo & Seetharam, 2021）。日本でも活用されている土地信託スキーム

とは、土地所有権者が信託銀行に土地を信託し、信託銀行が資金を調達して、その土地にインフラ等

を建設し、賃料収入から諸経費等を差し引いた残金を、信託配当として土地所有者に交付する手法の

こと（新宿区、2021）。 
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本稿では、JICA の協力により都市交通マスタープラン策定を支援したバンコク（タイ）8、クア

ラルンプール（マレーシア）9、及び開発途上国の中で比較的、固定資産税制を含む広義の都

市計画制度、都市開発制度が整備されているとされるコロンビアの第二の都市であるメデジン

（コロンビア）10で現在運行中の鉄道事業を対象に、スピルオーバー効果測定に当たって必要

となる税収や土地価格等の情報収集とスピルオーバー効果を活用したファイナンス手法の適

用に関する課題を明らかにし、これに基づき JICA における交通インフラ事業の上流であるマ

スタープラン段階からスピルオーバー効果をインフラの資金として活用する方策について検討

するためのワークフロー（TOR）を提案する。 

 本稿の構成であるが、1.2 で先行研究の概要と本研究の位置づけを説明し、2 でインフラのス

ピルオーバー効果に関する理論的枠組みを述べる。続いて、3 でケース都市へのヒアリングの

概要とケース分析を踏まえ得られた知見・教訓を整理し、4 にて標準的なワークフローを提案

する。 

1.2  先行研究と本研究の位置づけ 

本稿で扱うインフラのスピルオーバー効果は、広義には開発利益還元の一種であるが、イ

ンフラによる土地や不動産の増加としての開発利益の理論的研究として、摩擦費用の概念に

よる古典的な研究(Mohring, 1961)を端緒とし、Wheaton (1977)に代表されるように都市経済

学や公共経済学の分野で多くの理論的蓄積がなされている。また、国内でも土木計画学の分

野を中心に、土地価格等の資産価値の上昇により都市交通インフラの整備効果を計測する手

法を提案した研究（野田ら、1986）、各種の開発利益の発生メカニズムや計測上の論点につい

て理論的に整理した研究（土井、1990）が存在する。 

これら先行研究は先進国を主に想定したものであるが、昨今では開発援助の文脈でもイン

フラの間接効果であるスピルオーバー効果を取り込んだ新たなインフラファイナンスが ADBI

（Asian Development Bank Institute）を中心に提唱されている（Hayashi et al, 2020）。関連の先

行研究として、ADBI に所属する研究グループにより、スピルオーバー効果の概念や計測手

法について整理した研究(Hayashi et al, 2020; Yoshino et al, 2019)、フィリピンの高速道路での

ケーススタディ(Yoshino & Pontines., 2015)、九州新幹線でのケーススタディ (Yoshino & 

Abidhadjaev, 2017; Yoshino & Abidhadjaev, 2016)、台湾新幹線でのケーススタディ(Renzhi, 

2019)、グリーンなエネルギー事業への適用(Yoshino et al, 2019)、水道や水運プロジェクトへの

同手法活用の提案(Yoshino et al., 2019)といった先行研究がなされている。 

これら先行研究での蓄積をもとに実務化を進める場合の課題として大きく二つがあげられる。

第一に、本稿で提案するファイナンス手法の実務的な適用可能性に関する基礎条件につい

てである。1.1で述べた通り、本稿で提案するファイナンス手法は、都市交通インフラのファイナ

                                                      
8 最近の協力事例として「タイ国バンコク首都圏都市鉄道マスタープラン改定（M-MAP2）に係る情報収

集・確認調査」（2019）や「タイ国バンコク首都圏都市鉄道新マスタープラン（M-MAP2）策定プロジェクト」

（実施中）がある。 
9 「マレイシア国クアラルンプール都市交通環境改善計画調査」（1997）。 
10 コロンビアの首都であるボゴタは 2021 年時点で都市鉄道が存在しない一方、メデジンは都市鉄道・

LRT・ケーブルカー等を複数の交通モードを有することもメデジンを選定した理由である。 
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ンス手法の一つの選択肢であり、同手法について適用可能な（あるいは適用に前向きな）ケー

スと、そうでないケースがあると想定さるが、どういった基礎条件が揃った場合に、本手法の適

用可能性が高まるのかについて先行研究では触れられていない。第二に、スピルオーバー効

果を測定する際のデータの観点である。先行研究では、計測したスピルオーバー効果のマネ

タイズの観点から固定資産税に代表される税収データが推奨されている。この背景として、先

行研究は新幹線等の地域間交通を主な対象としており、地域間交通は沿線の地理的範囲が

比較的広範なため、市町村単位での固定資産税といった税収データで分析が可能といった

背景があると推察される。一方で、開発途上国におけるスピルオーバー効果測定の観点から

の税収データの一般的な入手可能性については明らかになっていない。また、本稿の対象で

ある都市交通については地理的範囲がより限定された範囲での細かいメッシュ単位でのデー

タが求められるが、細かいメッシュの税収データのアクセスの可否についても明らかになって

いない。税収データでの分析が実務的でない場合は、一般的に固定資産税の課税源となる

地価データが代替手法として想定されるが、開発途上国の地価データの入手可能性や本分

析手法への適用可否といった点も明らかになっていない。これらより実務的な観点で、現実的

なデータの諸条件について整理の必要があろう。 

スピルオーバー効果を活用したファイナンスの実務化にはマスタープラン段階に代表される

事業の上流段階からの検討の必要があるが、上記より、先行研究では同手法の活用に係る実

務上の課題については十分検討されておらず、先行研究で構築されている理論的枠組みを

実務化していく際の課題は十分に明らかになっていない。特にスピルオーバー効果を活用し

たインフラファイナンスの実務的な実行可能性を検討する際の条件、先進国と異なりデータの

整備状況に課題がある開発途上国におけるデータについての観点といった実務上、重要な

点については更なる研究が求められている。そこで、本稿では、3 都市への本手法の適用可

能性に係るヒアリング、及びデータが取得できた 1 都市におけるデータ取得からスピルオーバ

ー効果の計測までのケース分析のプロセスを通じ得られた知見・教訓をもとにマスタープラン

段階における標準的なワークフロー（TOR）策定を行い、実務化に貢献することを目的とする。 

 
 

2. インフラのスピルオーバー効果に関する理論的枠組み 

本節では、Hayashi et al (2020)、および Yoshino et al (2019)に基づき、インフラのスピルオ

ーバー効果に関する理論的枠組みを説明する。インフラ投資により、周辺地域の不動産価格

の上昇、製造業等の新規立地による雇用の増加、レストランなど新たなサービス産業の発展な

どが見込まれる。これらにより、インフラ周辺地域の固定資産税等の増加が期待される。 

 

インフラのスピルオーバー効果を式(1)(2)に基づき説明する。式(1)の生産関数において、

生産（Y）は、インフラ投資（KG）、新規民間投資（KP）、付随する新規雇用（L）によって説明さ
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れる。インフラの投資効果には直接効果と間接効果がある。直接効果とは、交通インフラ投資

による交通容量の拡大などインフラ投資による即時の効果である。間接効果は、インフラ投資

による地域経済の活性化に伴う資本投入や労働投入の増分など、短期及び中長期の投資効

果であり、効果発現には一定の時間を要する。この間接効果をスピルオーバー効果と称する

(Hayashi et al, 2020; Yoshino et al, 2019)。(2)式の第一項は、インフラ投資（KG）による直接効

果である。第二項は、インフラ投資や周辺地域に新たにもたらす民間投資であり、新規民間投

資（KP）の増分で現わされる。地域レベルの GDP の増分等が代表的な例である。第三項は、

インフラ投資が周辺地域にもたらす雇用の増であり、第二項と第三項がスピルオーバー効果

である（Hayashi et al, 2020; Yoshino et al, 2019）。 

スピルオーバー効果は、差の差法（Difference in Difference、以下 DID11）により計測される。

図 2 にスピルオーバー効果の概念と DID について示す。DID は、異なる地域やグループ間

の変数の差の差を計測するものであり、特定地域のインフラプロジェクトのインパクト測定にも

用いられる。置かれる仮定として、異なるグループ間のアウトカムの変化は、期間を通じ同一で

あり、プロジェクトのみが差を生み出す唯一の介入であるという仮定を置く。スピルオーバー効

果測定のために、インフラ投資前後の介入群（Treatment group）と統制群（Control group）のア

ウトカムを計測する。具体的には、第一にインフラ投資前後の両グループのアウトカム指標を

入手する。第二に、介入群と統制群の差分のうち時間の経過に伴う諸要素を取り除いた差分

（赤線と青線の点線部分の差分）をスピルオーバー効果と定義する。このスピルオーバー効果

は、通常、固定資産税等として政府に回収されるが、インフラには還元されないことが一般的

である。例えば、図 3 では、このうち 50％を補助金としてインフラ投資主体に還元することを示

している。 

 

図 3：スピルオーバー効果の概念と DID 

 
出所）Hayashi et al, (2020), Yoshino et al, (2019） 

                                                      
11 DID についてのより詳細な解説は、例えば伊藤（2017）を参照されたい。 
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図 4 にスピルオーバー効果のイメージを示す。交通インフラ投資（オレンジ）により周辺地域

（黄色）の新規ビジネスの創出、それに伴う新規雇用創出、中小企業の新規創設などが期待さ

れる。スピルオーバー効果により、周辺地域の固定資産税等が増加する。その一方で、交通イ

ンフラの非影響地域（青色の点線）では、税収の増加は見られない。 

 

図 4：交通インフラとスピルオーバー効果 

 

出所）Hayashi et al, (2020), Yoshino et al, (2019） 

 

開発途上国において、都市交通がなかなか上手くコストをカバーする収益が得られず、民

間資金による整備が困難であった背景には、使用料金だけに依存するインフラ整備・運営に

も一因があった可能性がある。都市交通などのインフラは、新しい高層住宅の建設、商業施設

の建設、ホテル/レストランなどの整備という地域経済の発展、雇用促進につながり、貧困削減

にも寄与している。こうした「外部経済効果」により、固定資産税をはじめ税収が増加する。こう

した税の増加は、すべて中央政府と地方政府に吸収され、都市交通の整備主体の多くは、利

用料金だけに依存して、運営されてきた。このような利用料金のみに依拠する財務構造も、途

上国の都市交通における赤字経営の要因のひとつである可能性があり、スピルオーバー効果

を活用したファイナンスは、交通事業者の収入源を多様化し、財務基盤を強化することにつな

がることも期待される。 

ここで、都市交通整備の手法として広く開発途上国でも活用されてきている PPP とスピルオ

ーバー効果活用によるファイナンスの関係について整理したい。谷口（2013）は、PPP の定義

は多義的としつつも、一般的な PPP の理解として「官民間の契約に基づき、リスク移転を伴い

ながら、民間部門の能力や資金を活用して、公共施設の整備やそれに関連する公共サービス

の提供を行う公共部門の効率化手法」としている。また、PPP は財政コストの削減を実現する
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ものでもあり、VFM12が PPP 実施の前提となる（谷口、2013）。都市交通の文脈でいえば、PPP

は民間活力を動員しつつ都市交通サービスという公共サービスを効率的に提供する手法であ

り、VFM の観点から財政コストの削減にも貢献するファイナンスの側面も有するものといえよう。

他方、本稿で扱うテーマは、スピルオーバー効果という潜在的財源を活用することで、都市交

通の整備・運営のファイナンスに係るハードルを部分的に軽減することであり、ファイナンスの

観点からいえば、PPP もスピルオーバー効果を活用したファイナンス手法も都市交通整備・運

営に係るファイナンスに係るオプションであり、当該国・地域の状況を踏まえて、適切なものを

選択する余地を高めることになる。さらに、3 または 4 で詳述するようにスピルオーバー効果活

用によるファイナンスは、公共部門内での一種の税の使途の変更という側面があり、（税務当

局も交通当局も同じ公共部門であるという意味で）交通運営主体が公共である方が本手法の

適用の蓋然性は一般的に高くなると思われるが、PPP により民間事業者が都市交通事業を運

営している場合でもスピルオーバー効果により創出された潜在的財源を補助金などの形で民

間都市交通事業者に還元することも理論的には可能である。従って、スピルオーバー効果を

活用したファイナンス手法と PPP は都市交通整備・運営に係るファイナンスに係るオプションと

いう並列的な関係であるほか、両者を組み合わせることも可能なことから補完的な関係とも整

理することができる。 

本稿の提案は、都市交通のスピルオーバー効果によってもたらされるさまざまな税収の一

定部分を都市交通の運営主体、都市交通への民間資金の投資者に、還元することにより、利

用料金を抑えつつ、都市交通の収益を確保しようとする提案である。このような考え方に基づ

き、都市交通のスピルオーバー効果による税収の増加を活用した開発途上国の都市交通の

インフラファイナンスの課題解決の一助となること目指すものである。 

 
 

3. 開発途上国 3都市へのヒアリングに基づくケース分析 

本節では開発途上国の 3 つの都市の関係機関に対し、スピルオーバー効果を活用したフ

ァイナンス手法の適用可能性についてヒアリングを行い、適用に前向きなケース、そうでないケ

ースを含め検討プロセスの中で得られた知見を整理する。具体的には、スピルオーバー効果

を活用したインフラファイナンスの適用可能性に係る基礎条件、スピルオーバー効果を測定す

る際のデータの観点の二点を中心に得られた知見を整理する。選定した 3 都市は、JICA の

協力により都市交通マスタープランを策定支援したバンコク（タイ）、クアラルンプール（マレー

シア）、及び開発途上国の中で比較的、固定資産税制を含む広義の都市計画制度、都市開

発制度が整備されているとされるコロンビアの第二の都市であるメデジン（コロンビア）とした。

なお、 ヒアリング先（組織名、部局名、職位）、ヒアリング日時、（執筆者のうち）ヒアリング担当

者のリストは表 1 のとおりである。 

 

                                                      
12  VFM：Value for Money。長期にわたる施設運営や維持管理のライフサイクルコストを前提に従来方

式で公共部門が行った場合のコストと PPP で行った場合とを比較しての差分を VFM という。 
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表１：ヒアリングに関するリスト 

ヒアリング先（組織名、部局名、職位） ヒアリング日時 ヒアリング担当者 

バンコク（タイ）   

MRTA 公社（Mass Rapid Transit 

Authority of Thailand）       

Deputy Governor 

2019 年 9 月 23 日 藤田 

BEM 社（Bangkok Expressway and 

Metro Public Company Limited）

Assistant Managing Director 

2019 年 9 月 23 日 藤田 

運輸省鉄道局（役職は未確認） 2019 年 9 月 23 日 藤田 

財務省歳入局（The Revenue 

Department of Thailand）（役職は未確

認） 

2019 年 9 月 24 日 藤田 

財務省財政事務局（Fiscal Policy 

Office）Economist (Professional level) 

2019 年 9 月 24 日 藤田 

クアラルンプール（マレーシア）   

運輸省（Ministry of Transport）

Principal Assistant Secretary13 

2019 年 12 月 12 日 田中 

内国歳入庁（Inland Revenue Board of 

Malaysia）Director, Tax Research 

Department 

2019 年 12 月 12 日 田中 

財務省（Ministry of Finance）, Direct 

Tax Policy and International Division, 

Deputy Secretary of Taxation Division 

2019 年 12 月 12 日 田中 

メデジン（コロンビア）   

メデジンメトロ社（Metro de Medellín）

Urban Development Chief (Jefe de 

Gestion Urbana)及び Business 

Development Chief (Gerente de 

Desarrollo de Negocios) 

2019 年 7 月 11 日～

15 日 

鈴木、吉岡 

出所）筆者 

                                                      
13 当該面会者は前鉄道局長。 
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3.1  バンコク（タイ） 

約 1,072 万人（World Population Review，2021a）の人口を擁するタイ国バンコク首都圏では，

1990 年代から都市鉄道マスタープランの策定・見直しが行われており，2010 年には Mass 

Rapid Transit Master Plan in Bangkok Metropolitan Region（以下、M-MAP）がタイ政府により策

定され，現在実施・計画されているバンコク首都圏の各種都市鉄道事業の根拠となっている。 

M-MAP では 2029 年までのバンコク首都圏の都市鉄道網として，合計 509km，312 駅を計

画し，513 万人の人口をカバーすることを目指しており，2021 年現在，複数の都市鉄道事業の

整備が実施されている。図 4 にバンコクの都市鉄道網を示す。 

バンコク首都圏における既存都市鉄道について、国際協力機構（JICA）運輸交通ナレッジ

（2021）をもとに、特に本論に関係しうる内容を下記に記載する14。 

 

① グリーンライン 

スカイトレインとも呼ばれるグリーンラインは、1999 年に都市鉄道で初めて運行を開始し

た。主要道路であるスクンビット通りを走り抜け、バンコクの都市鉄道の象徴とも言える。

事業権はバンコク都（一部 MRTA 公社15）が持ち、高架や駅舎などの土木工事と信号や

車両などの電気・機械システムを一体で民間の BTS グループ16が整備し、30 年間の運

営権で運賃収入を得ている。なお駅内スペースの商業施設としての活用や、車両のラ

ッピング広告もタイの都市鉄道で最も進んでいる。開業当初はバスに比べて運賃が高

いとして乗客数が伸びず、一時債務不履行にも陥った。その後徐々に市民の交通手段

として認知され，いまでは乗客一日平均約 70 万人に達し、通勤ラッシュの時間帯は一

部の駅で列車に乗り切れない状況になっている。2018 年、2019 年と徐々に延伸し、

2020 年にも予定されている延伸部分を加えると、総延長は 68km に達する。 

 

② ブルーライン 

2004 年に開業したブルーラインは、タイ初の地下鉄である。上下分離方式として、土木

工事は MRTA 公社が円借款を活用した公共工事として担い、電気・機械システムの整

備と運営は民間の BEM 社17（当時 BMCL18）が 25 年間の運営権を得て実施、運賃収

入を得ている。開業当初は、フアランポーン駅からバンスー駅までの 20km だったが、

2017 年に後述パープルラインと接続するタオプーン駅に延伸、さらに 2019 年には計

27km 延伸し、都営大江戸線のような数字の 6 の字になる路線が完成した。ブルーライ

ンも開業からしばらくは乗客数が伸びず、BEM 社は経営難に直面した。現在は，乗客

数が増加傾向であり、一日平均約 40 万人となっている。ラッシュ時には混雑が激しくな

ってきている。 

                                                      
14  バンコク首都圏における都市鉄道についてのより詳細は国際協力機構（JICA）運輸交通ナレッジ

（2021）第 9 章を参照されたい。 
15 Mass Rapid Transit Authority of Thailand 
16 Bangkok Mass Transit System Public Company Limited 
17 Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited 
18 Bangkok. Metro Public Company Limited 
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③ エアポートレイルリンク 

タイ最大のスワンナプーム国際空港からバンコク市内を結ぶ 28km のエアポートレイルリ

ンクは、2010 年に開業した。タイ国鉄の子会社として設立された SRTET 社19が運営。運

賃収入はタイ国鉄に入り、必要な経費をタイ国鉄に予算要求する仕組み。乗客数は一

日約 7 万人だが、開業当初から変わらず 9 編成で運行しているため、運転間隔がピー

ク時でも 8 分半間隔と長く、混雑も目立つ。エアポートレイルリンクの運営については

2021 年 10 月までにタイの大手財閥チャロン・ポカパン（CP）グループが主導する企業

連合に引き渡されることになっている。 

 

④ パープルライン 

バンコクから北西方向の郊外ノンタブリー県に 23km 伸びるのが高架鉄道パープルライ

ンで、2016 年に開業した。ブルーラインと同様、上下分離方式で、土木工事部分は

MRTA 公社が円借款で整備した。電気・機械システムの整備と運営は民間の BEM 社

が運営権を得たが、パープルラインでは運賃収入は MRTA 公社に入り、BEM 社には

乗客数に関わらずコスト見合いの金額が MRTA 公社から支払われるグロスコストという

仕組みが採用された。乗客数のリスクは政府が負うため、運営する民間企業の採算は

安定しやすくなる。また，JR 東日本、丸紅、東芝が出資して設立した JTT 社20が 10 年

間のメンテナンスを請け負っている。日本の鉄道事業者が、国外で鉄道メンテナンス事

業に参画した初めての事例となった。乗客数は一日平均約 5 万 5 千人である。沿線に

郊外型コンドミニアムが続々と新規建設されており、乗客数は増加傾向が続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19 SRT Electric Train Company 
20 Japan Transportation Technology (Thailand) Co., Ltd 
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図 5：バンコクの都市鉄道網 

 

出所）JICA タイ事務所作成資料 

 

上述の通り、各都市鉄道事業のファイナンスにおける課題がある状況から、都市鉄道事業

に係る財源に対する関係者の関心は高いものと想像され、鉄道関係者として都市鉄道事業を

所管する運輸省鉄道局，MRTA 公社、BEM と、スピルオーバー効果の算定に必要となる税収

データを管轄する財務省歳入局（Revenue Department）及び財政事務局（Fiscal Policy Office）

とそれぞれ面談し、本稿で提案するファイナンス手法を提案し、政策としての実施可能性を確

認するとともに、データ提供に係る協力を依頼した。データについては、計測したスピルオー

バー効果のマネタイズの観点から先行研究で税収データが推奨されていることに加え、タイは

固定資産税に相当する土地家屋税が 2020 年になって導入されたばかりである（国土交通省

不動産・建設経済局、2021）など固定資産税制が発展途上の段階にあり21、政府機関が保有

する公定地価についても、市場価格の動向を十分反映しておらず乖離が大きい（Malaitham. 

S. et.al, 2020）ことから22、地価データはスピルオーバー効果を十分反映できていない蓋然性

                                                      
21  2020 年 8 月から土地建物税の徴収が行われる予定だったが、新型コロナウィルスの影響を受け、

2020 年度の徴収税率を 90％引き下げ、大幅に徴収額を減額した（JETRO、2020）。このように固定資産

税制の定着には更なる時間がかかることが予想される。 
22  東南アジア諸国の公示地価は、政策的な観点から公示価格の急激な引き上げを回避する意図から、

市場価格より相当程度、低い場合があることが指摘されている（武藤、2021）。バンコクでは、公示地価と



フィールド・レポート No.8 

 

16 

 

が高いと想定されたため、固定資産税を念頭に税収データの提供を依頼した。 

まず，鉄道局の担当者からは、スピルオーバー効果を取り込んだファイナンスの検討の意

義は高いと思われるが、鉄道局が税制度を所管していないことから、財務省に照会されたいと

いう反応を得た。これは、バンコクにおいては、鉄道局は監督機能しか有しておらず、鉄道事

業を実施していないため、本手法による直接のメリットが存在しないことも背景にあったと推察

される。鉄道事業主体である MRTA 公社と BEM に対しても本手法についてヒアリングを行っ

たところ、BEM 社の面会者からは本手法に対する高い関心は示されなかった一方で、MRTA

公社の面会者は本手法に対し高い関心を示し、面談に財務担当副総裁が出席する等極めて

協力的であった。この背景として、それぞれの組織のマンデートや契約上の役割分担におけ

る沿線開発等を通じたスピルオーバー効果の活用による非運賃収入向上へのインセンティブ

の有無が背景にあると推察された。具体的には、BEM は上下分離方式のもと収入は運賃収

入に限られており、スピルオーバー効果を活用した非運賃収入への取り組みは上限分離方式

の枠組み上、BEM は手が出せないため関心が示されなかったと推察される。他方、MRTA 公

社は鉄道事業の事業権を有し、一般的に収益性が低い土木工事部分を担当していることから

財務状況の改善につながる可能性があるスピルオーバー効果を活用した非運賃収入の向上

へのインセンティブがあったことが背景にあったと考えられる。MRTA 公社の面会者からは、本

手法に高い関心が示されたものの、税収データの提供については、組織の権限としてやはり

自らの払う税収データのみしか保有・把握できておらず本分析に必要なデータの協力は得ら

れなかった。 

鉄道関係者との面談を踏まえ，財務省財務事務局との面談を実施し協力を依頼した。財政

事務局は税制を扱う部局であり直接税データを扱ってはいないものの、同局に在籍している

面会者のエコノミストによればスピルオーバー効果に関して ADBI 主催のセミナーに出席して

趣旨は承知しているとのことだった。最後に歳入局に赴いたところ、厚意により各地区の担当

者も交えて会議を設けてもらい、行政区分としては市区町村レベルの税収データの提供につ

いて前向きに検討する旨の意見をもらったが、結局組織としての了解は得られず、税収データ

は得られなかった。この理由について、財務省とのヒアリングを踏まえて分析する。背景として、

バンコクでは高学歴層と低学歴層間の所得・住宅格差（居住水準の二極化）や高所得者層を

対象とした投機目的の分譲住宅の供給（福島、2013）といった背景があり不動産や土地取引

自体に関すること自体が政治的に機微な事項となっている。さらに、前述の通り、タイは固定

資産税制が発展途上であり、固定資産税のベースとなる地価についても市場価格との乖離が

                                                      

実際の価格のかい離があるとされており、納税額を低くするために実際の取引価格情報は秘匿される

傾向があると指摘されており（日本大学経済学部、2012）、鉄道駅から 1.5km 以内の地域では公定地価

と市場価格の乖離が約 3 倍にも上るとの指摘がなされている（Malaitham. S. et.al, 2020）。なお、ここでい

う市場価格との乖離とは変動する地価の市場価格との動向のトレンドからどの程度乖離しているか、別

の言葉で言えば、市場価格の動向をどの程度反映しているかの趣旨である。与えられた鑑定目的や鑑

定手法の枠組みの中で、鑑定評価に基づく価格水準と実際の取引価格（市場価格）との間で乖離が生

ずることはある意味で避けがたく（荒井、2013）日本でも公示地価は鑑定情報であり真の市場価格から

の一定の乖離やタイムラグがある（清水ら、2019）。乖離の程度が一定程度であり、市場価格の動向を一

定程度反映しているならば、本稿で焦点をあてるスプルオーバー効果を活用したファイナンス検討の文

脈からは、公定地価もデータソースとして使用することは可能と思われる。メデジンのケースでは、現地

当局や現地学識経験者との議論も経て、この点が一定程度満たされていると判断されたため、地価デ

ータを用いることとした経緯がある。 
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大きいなど固定資産税制の透明性に課題がある。このような状況下で、各地区の固定資産税

のデータを公開することは、バンコク市内の鉄道沿線自治体における地区間の所得格差や固

定資産税制の不透明性が顕著に表れる懸念があるため、税務当局の面会者としてデータの

提供には応じられなかったと推察される。なお、税収データの集計単位についても都市交通

のスピルオーバー効果を分析するために必要な細かいメッシュ単位でのデータの有無は確認

することができず23、データの分析・加工においても課題が見られた。 

結果として、スピルオーバー効果を活用した新たなインフラファイナンス導入について、バン

コクの鉄道事業は上下分離の元、複数の関係機関が存在するが、MRTA のような非運賃収入

の向上へのインセンティブを有する関係組織からは高い関心が示された。データについては、

所得格差の顕在化や固定資産税制の透明性に課題があることから協力は得られなかった。 

3.2  クアラルンプール（マレーシア） 

約 821 万人（World Population Review，2021b）の人口を擁するマレーシアの首都クアラル

ンプールでは、1996 年に LRT24アンパン線が開業して以降、LRT ラナ・ジャヤ線（1998 年開

業）、モノレール（2003 年開業）が順次開業し、東南アジア諸国の中では、比較的早期に都市

鉄道の整備が進められてきた。他方、同国には、国産自動車メーカー（プロトン社、プロドゥア

社）が存在し、自家用自動車が安価に購入可能である上、石油産出国であり、ガソリン価格が

相対的に安価であることから、自家用自動車数は年々増加しており、市内中心部には恒常的

な交通渋滞が発生している状態にある（例えば、Sander et al.（2015）は、GDP の約 1.1-2.2%が

毎年交通渋滞により損失していると試算している）。そのため、同国のインフラ開発の基礎とな

る第 10 次マレーシア計画（The Economic Planning Unit, Prime Minister’s Department, 

Putrajaya、2010）において、公共交通の整備が重点課題の一つとして掲げられ、2016 年には

MRT1 号線（東西線）が開業、現在は、MRT2 号線（南北線）の整備が進められている。また、

将来的には 3 号線（環状線）の整備も予定されているが、資金不足のため 2018 年 5 月に、一

度計画が中止された。図 6 にクアラルンプール市の鉄道網を示す。 

すでに一人当たり GDP が、11,414 ドル(The World Bank Group,2021)に及ぶ同国は、他国

からの借り入れではなく、自国資金や市場調達（イスラム債権の発行等）で都市鉄道整備を行

っているものの、対外債務が対 GDP 比で約 58％（Ministry of Finance Malaysia、2021）である

同国にとって、より効果的な鉄道整備資金を捻出することは重要な課題となっている。そこで、

同国関係省庁に対し、インフラが周辺地域に及ぼす間接効果であるスピルオーバー効果を説

明するとともに、マレーシアでのスピルオーバー効果を活用したインフラファイナンス手法の実

現可能性について議論した。データについては、計測したスピルオーバー効果のマネタイズ

の観点から先行研究で税収データが推奨されていることに加え、クアラルンプールの不動産

市場の成熟度がバンコクと同程度であると指摘されており25（日本大学経済学部、2012）、Chin 

                                                      
23 ヒアリングでは、都道府県単位のデータは存在するが、さらに細かい地区ごとのデータの存在や提供

はなされなかったため、スピルオーバー効果分析に適したデータかどうかの判断はできなかった。 
24 Light Rail Transit の略で、低床式車両の活用や軌道・電停の改良による乗降の容易性、定時性、速

達性、快適性などの面で優れた特徴を有する次世代の軌道系交通システムのこと（国土交通省、2021）。 
25 不動産市場成熟度を測る 6 つの要因として、Accommodation of a full range of use and investment、 
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and Dent(2005)によるアジア諸都市の不動産市場の成熟度分析における需給を反映した不動

産価格情報の整備度に係る指標（Realistic market values and market stability）においてもクア

ラルンプールはバンコクと同程度と評価されていることから、バンコク同様に地価データはスピ

ルオーバー効果を十分反映できていない蓋然性が高いと判断されたため、固定資産税を念

頭に税収データの提供を依頼した。 

 

図 6：クアラルンプール市の鉄道網 

 

出所）Prasarana Malaysia Berhad（2021） 

 

まず、運輸省の面会者からは、鉄道事業者会社は沿線の土地の一部を所有しているが、都

市開発に関するノウハウを持っていないことから、いかに開発事業者に沿線開発のインセンテ

                                                      

objectives、Flexible market adjustment in both the short and long run、Existence of a sophisticated property 

profession with its associated institutions and networks、Extensive information flows and research activity、

Market openness in spatial, functional and sectoral terms、Standardisation of property rights and market 

practice が定義されている（Keogh and D’Arcy、1994）。 
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ィブを与えるかという点が重要な点であり、当該インフラファイナンス手法は効果的とも思われ

る。一方で、税制度については運輸省が所管していない点について指摘があった。また、マレ

ーシアでは、都市間鉄道（マレーシア国鉄）は運輸省が所管しているが、都市鉄道については、

財務省が所管（注：都市鉄道運行会社のプラザラナ社は、財務省 100％出資企業）しているこ

とから、制度導入のためには財務省の理解が必要であるとの反応であった。 

財務省の面会者からは、①そもそも各地区の詳細な税データを公開することは、地区別の

格差の公表となる側面があることから不可能である、②税務当局としては、新インフラファイナ

ンス手法は、たとえそれが、開発利益の一部であったとしても、税収の使用目的が制限される

ことになるので、制度導入のためには、具体的な都市開発費の削減効果26と税収増加効果27

が示される必要があるとの見解が示された。①の背景として、マレー系（約 69％）、中華系（約

23％）、インド系（約 7％）の３大民族から構成される多民族国家であるマレーシアにおいては、

マレー系が多いエリアや、中華系が多いエリアなど、地区毎に特色がある。また、現在もなお

ブミプトラ政策28を実施している同国においては、地区別の税データの公表や、それらを基に

した政策の実施は、民族間の格差の公表につながり、国家としての存在基盤の根幹に直結す

ることから、政治的にも極めて機微な問題である。また、②の背景として、交通部門である運輸

省の面会者はスピルオーバー効果を活用した新たなインフラファイナンスについて一定の関

心を示したが、都市鉄道については運行も含めて財務省の所管で、権限が財務省に集中し

ており、新たなインフラファイナンスの導入には財務省が実質的な導入の決定権限を有してい

る（交通当局側の運輸省は実質、意思決定に関与する権限がなく、クアラルンプール都市鉄

道の計画立案等にも実質的に関与していない29）。これら背景より、財務省の面会者からは、

同手法の導入には一定の税制改革を伴うため、制度導入のためには、上述の具体的な税収

増加効果の検証が必要不可欠であるとの税務当局の視点からの指摘がなされたものと推察さ

れた。 

結果として、スピルオーバー効果を活用した新たなインフラファイナンス導入には、厳密な

効果検証が必要との指摘がなされ、制度の即時導入には否定的なことが明らかとなった。また、

データについても地区別の民族間格差の公表への懸念から協力は得られなかった。 

3.3  メデジン（コロンビア） 

約 403 万人（World Population Review，2021c）の人口を擁するコロンビア国メデジン市は、

コロンビア西部にあるアンティオキア県の県都であり、首都ボゴタに次ぐコロンビア第二の都市

                                                      
26  都市交通の整備・運営、沿線開発を含む広義の都市開発費がスピルオーバー効果活用による潜在

的な財源によりどの程度削減されるか、という趣旨。 
27  都市交通のスピルオーバー効果による沿線の税収増に、その税収増を都市交通の整備・運営、沿

線開発に還元することによる相乗的な税収増を加えたトータルな税収増加効果の趣旨。 
28  マレー系と先住民族を優遇する制度。一例として、首相にはマレー系又は先住民族しか就任できな

い、一部業種において、マレー系と先住民族が総資本の 30 パーセントを所有することを義務付けがあ

る。 
29  現地調査において得られた情報として、交通当局側の運輸省の都市鉄道に対する権限が弱い背景

として、マレー人等を優遇するブミプトラ政策を推進する同国において、運輸大臣は代々中華系が就任

しているという民族間の機微な関係もあるとのことである。 
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として知られている。内陸部に位置しており、地形としては周囲を山地に囲まれた南北に細長

い盆地となっている。 

同市の都市交通システムは、高架鉄道、LRT、BRT30、ロープウェイ等による複合的なシステ

ムであり、公企業メデジンメトロ社（Metro de Medellín）が運営管理する（中道・中村、2014）。メ

デジンメトロ社は自治体全額出資の公企業であり，自治体との関係性が強い31。そこで、メデジ

ンメトロ社の面会者に対し、インフラが周辺地域に及ぼす間接効果であるスピルオーバー効果

の考え方を説明するとともに、メデジンでのスピルオーバー効果を活用したインフラファイナン

ス手法の実現可能性について議論した。使用するデータについては、先行研究でマネタイズ

の観点から税収データが推奨されていることに加え、一般論として、開発途上国の中で、コロ

ンビアは都市計画制度、都市開発制度が発展しており（例えば、岡部（2014））、公示地価制

度の成熟度も高い蓋然性が高いと判断されたことから、固定資産税を念頭に置いた税収デー

タに加え、公示地価を念頭に置いた地価データの提供を依頼した。 

まず、スピルオーバー効果を活用したインフラファイナンス手法について、メデジンメトロ社

の面会者からは、財務的持続性を高めるための沿線開発を通じた非運賃収入の向上の観点

から高い関心が示された。メデジンメトロ社によると、メトロ整備などにより沿線の地価が上がり、

固定資産税収入が従前より増加した場合、メデジン市は徴収した税のうちメトロ整備による増

分と考えられる分について、同社の予算として配分することができる制度が存在する32。配分さ

れた予算の使途は特定のプロジェクトに限定され、また税収の増分を決めるためメデジン市は

沿線の土地の基準価格を設定・公表し、その価格を前提とした固定資産税額を上回った分33

をメトロ整備による税収増分とみなすとのことである。すなわち、同社が非運賃収入の向上へ

のインセンティブを有することが、スピルオーバー効果を活用したインフラファイナンス手法に

高い関心を示した背景にあるだろう。なお、これは固定資産税を扱う税当局と沿線開発を含む

都市交通を担う交通当局が実質的に同じ主体（自治体という同一の公共部門）に属しており、

公共部門内での税の移転という形態を取っているため成立している制度と考えられる。 

次にデータに関し、地価データは所定の手続き後に提供可能との回答がメデジンメトロ社

からあり、ケース分析の対象として、A 線（高架鉄道）、T-A 線（LRT）、K 線（ロープウェイ）を選

定した（図 7 を参照）。これらの対象路線は、公共交通開業により沿線開発が促進された路線

という観点から、現地踏査及びメデジンメトロ社との協議により選定した。なお、A 線は複数自

治体にまたがっているが、データ取得可能性の観点からメデジン市内の区間に対象を絞った。

同社に分析手法を説明の上協力を依頼したところ、細かいメッシュの地価データを入手するこ

                                                      
30 Bus Rapid Transit の略で、連節バスの採用、走行空間の整備等により、路面電車と比較して遜色の

ない輸送力と機能を有し、定時性・速達性を確保した、バスをベースとした交通システムを指す

（TOKYO BRT、2020）。 
31 筆者らが、2019 年 7 月にメデジンメトロ社を訪問した際に面会した同社の幹部は自治体からの出向

者であった。 
32 一般論として、開発途上国の中で、コロンビアは都市計画制度、都市開発制度が発展している。この

背景には、1980 年代からの JICA による継続的な支援も存在もあり、同国は 1990 年代から日本の 

土地区画整理事業に興味を持ち，毎年の研修交流を通じて，独自の土地区画整理方式を編み出して

いる（岡部、2014）。 
33  基準地価（公定地価）をもとにした固定資産税の基準額＜実際の固定資産税の税収となった場合、

その増分はメトロ公社に配分される趣旨。 



フィールド・レポート No.8 

 

21 

 

とができたため、DID を用いてスピルオーバー効果を試算した。分析結果の概略は、図 6 の

通りであり、交通モードにもよるが地価に対し、1.9 から 2.9％のインパクト34があったことが確認

された35。一方で、税収データについては、データの分析結果の公開範囲、利用条件などに

ついて、JICA 側と詳細を協議した上でメデジンメトロ社や自治体内での各種手続きが必要と

の回答があった。データ取得の可否が不透明であったこと、データ取得まで相応の時間を要

することが想定されたことから、まずは地価データを先行取得し、税収データの扱いについて

は継続協議することとした。 

 

図 7：ケース・スタディ対象路線とスピルオーバー効果の概略 

 

 

出所）JICA（2021） 

 

メデジンのケースにおいてスピルオーバー効果を活用したインフラファイナンス手法に高い

関心が示され、地価データ取得が成功した理由を考察する。第一に、メデジンメトロ社は財務

的持続性を高めるため、沿線開発を通じた非運賃収入の向上に高い関心を示しており、調査

                                                      
34  税収増の概算額について、コロンビアの固定資産税制は複雑（土地の ESTORAT（後述)により税率

異なる）であり、日本のように地価に対して一定の税率という比較的シンプルな制度体系となっていない

ため、本稿では概算額算定は行っていない。概算額の推定は今後の研究課題である。 
35 本稿の目的は、都市交通インフラのスピルオーバー効果を取り込んだマスタープラン段階からのイン

フラファイナンス検討の標準的なワークフローの提案であることから、スピルオーバー効果の試算につい

ては詳述しないが、メデジンの分析の詳細は別途、国際学会での発表や国際学術誌への論文投稿を

予定している。 
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への協力は同社にもメリットがあったことである。第二に、データを保有しているのは地方自治

体及びメデジン公益企業（EPM：Empresas. Públicas de. Medellín）であるが、メデジンメトロ社

は自治体全額出資の公企業であり、自治体や公益企業との関係性が強くデータの融通が可

能な立場であったことである。コロンビアの土地制度は ESTORAT36（土地を１画地ごとに１（最

貧困）から 6（最富裕）まで分類し、分類毎に各種税金や公共料金の額を変える制度）と呼ば

れる独特の制度をベースとしており、途上国の中では比較的、透明性の高い成熟した固定資

産税制を有していることである。第四に、公共事業による低所得者層の包摂について広い

社会的合意があり（志摩、2020）、本研究の大きな文脈である公共交通の開発還利益元

についての理解もあったことから37、データの活用にあたってのハードルが低かったこ

とがある。 

なお、本件については現地 JICA 事務所がメデジン市での調査同行を含め継続的なフォロ

ーを行ったことがデータ入手に大きな役割を果たした。他方で、現地 JICA 事務所の継続的な

フォローがあっても、地価データ入手には組織間調整や承認、取りまとめなどで公式文書によ

る依頼から 6 か月程度の時間を要した。また、固定資産税収データについては、訪問時（2019

年 7 月）から継続協議を行っているが、本稿執筆時点（2021 年 7 月）においてデータ提供に

至っていない。 

3.4  ケース分析から得られた教訓 

3.1 から 3.3 のケース分析を比較考察し、スピルオーバー効果を活用したインフラファイナン

スの適用可能性に係る基礎条件、スピルオーバー効果を測定する際のデータの観点を中心

に得られた知見を整理し、「スピルオーバー効果を活用したファイナンス手法導入に関する交

通当局/交通事業者と税務当局の方針の一致の程度」、「非運賃収入向上へのインセンティ

ブ」、「公示地価制度を含む固定資産税制の成熟度とデータ公表にあたっての社会状況の制

約」の三つの観点から整理した結果を表 2 に示す。マスタープラン段階でスピルオーバー効

果の活用に関する TOR を含めるか否かは、スピルオーバー効果活用に関する先方政府の政

治レベルの理解や方針を見極め、制度適用の議論を進められる土壌があるかを判断すること

が重要である（スピルオーバー効果を活用したファイナンスの検討は、選択的に実施するもの

で全てのマスタープランで画一的に実施するものではない）。マスタープランの開始前（案件

形成段階）においてスピルオーバー効果に関する TOR を含めるかどうかの判断が必要となる

が、その判断基準として以下の点が考えられる。第一に、スピルオーバー効果を活用したファ

イナンス手法導入に関する交通当局/交通事業者と税務当局の方針の一致の程度の観点で

あり、スピルオーバー効果の交通事業への活用に関し、可能な限り税当局と交通当局の方針

が合致していることが望ましい。ケース分析において、クアラルンプールの場合、都市交通事

業は財務省の所管で、税当局のスピルオーバー活用に対するスタンスは慎重であり、具体的

な都市開発費の削減効果と税収増加効果が示される必要があるとの見解が示された。一方

                                                      
36 ESTORAT に関する詳細は、Govimentum（2016）などを参照されたい。 
37  メデジンのケースにおいては、本手法の活用により、各地区の経済状況が顕著に表面化するのでは

ないかという懸念は示されなかった。 
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で、メデジンの場合、交通当局であるメデジンメトロ社は沿線開発を通じたスピルオーバー効

果による固定資産税の増分の活用に代表される非運賃収入の向上に高い関心を示し、税当

局も含めて前向きな姿勢であった。メデジンのように（表面的には別組織であっても、広義の

意味で自治体という同じ傘の下にあり）実質的な税当局と交通当局/交通事業者の一体性が

高いこと、さらに税当局と交通当局の方針の合致は、実務化の上で重要である。第二に、非運

賃収入向上へのインセンティブであり、スピルオーバー効果による税収増分や地価増分を交

通事業や沿線開発事業に使用できる制度的基盤が重要である。実際にスピルオーバー効果

による税収増分や地価増分が発生したとしても、それを交通事業や沿線開発事業に還元でき

る制度体系となっていなければ、資金の還流は困難である。従い、マスタープラン段階で必ず

しも制度自体はなくとも構わないが、制度改善に向けた関係者間の理解や意思など気運が醸

成されていることが実務化の観点で重要となる。第三に、公示地価制度を含む固定資産税制

の成熟度とデータ公表にあたっての社会状況の制約の観点である。まず、固定資産税を念頭

に置いた税データの公開は各国のおかれた社会経済状況によっては、都市内の地区間格

差、所得格差、民族間格差等の公開につながる懸念がある。バンコク、クアラルンプールでデ

ータ提供に難色を示されたように税データには機微性が伴うことから、データ公表にあたって

の当該国の社会状況の制約について慎重な検討が必要であろう。また、スピルオーバー効果

計測に使用するデータについて理論的枠組みに係る先行研究では、ファイナンスやマネタイ

ズの観点から固定資産税等の税データが推奨されているが、開発途上国の都市交通の実務

的文脈では地価データも有効であろう。理由として、DID では都市交通プロジェクトの路線等

にあわせて介入地域と統制地域を設定する必要があるが、税データは市町村単位など比較

的広域単位で集計されており、DID に適した形にデータ加工することが困難なことが多い一

方、地価データはより細かいメッシュでデータが整備されている場合が多く、データ加工がより

容易である。これらより当面は地価データを基礎とすることがより実務的である。ただし、地価

はそのままでは財源化されないため、マネタイズの観点で固定資産税制について深く調査し、

当該国の制度における地価と固定資産税の関係性について押さえておくことが重要である。

さらに、バンコクのように政策的意図によって公示地価が市場価格より抑えられている場合もあ

り、地価データがどの程度、市場価格を反映しているかを精査の上、スピルオーバー効果を十

分反映するデータであるかの判断も重要となる。次節では、これらケース分析で得られた知見

を踏まえたマスタープラン段階におけるスピルオーバー効果を取り込んだインフラファイナンス

検討の標準的なワークフロー（TOR）を提案する。 
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表 2：ケース分析の比較考察 
 

 バンコク クアラルンプール メデジン 

スピルオーバー効果

を活用したファイナ

ンス手法導入に関す

る交通当局/交通事

業者と税務当局の方

針の一致の程度 

・上下分離方式を採

用しており、交通当

局/事業者間におい

ても導入に関しての

温度差がある。総体

として交通当局/交通

事業者と税務当局の

方針の一致の程度

は高くない。 

・財務省が都市交通

事業の実質的な権

限を有し、交通当局

は一定の理解を示

すも財務省の税務

当局としての意向が

優先される傾向。従

い、交通当局/交通

事業者と税務当局の

方針の一致の程度

は低い。 

・交通事業者は自治

体全額出資の公企

業であり，広義の意

味で自治体という傘

の下に交通事業者と

税務当局が置かれ

ている背景もあり、交

通当局/交通事業者

と税務当局の方針の

一致が見られた。 

非運賃収入向上へ

のインセンティブ 

・上下分離方式下、

複数の関係機関が

存在するが、非運賃

収入の向上へのイン

センティブを有する

関係組織は高い関

心。 

・財務省が都市交通

事業の実質的な権

限を有し、財務省の

税務当局としてのス

タンスとして効果の

立証が前提という慎

重なスタンス。非運

賃収入向上へのイン

センティブは低い。 

・交通事業者は財務

的持続性を高めるた

めの沿線開発を通じ

た非運賃収入の向

上に高い関心。 

・税収増分や地価増

分を交通事業や沿

線開発事業に使用

できる制度的基盤を

有し、非運賃収入の

向上へのインセンテ

ィブが存在。 

公示地価制度を含

む固定資産税制の

成熟度とデータ公表

にあたっての社会状

況の制約 

・都市内の所得格

差、住宅格差が政治

的な機微な課題。 

・固定資産税制は発

展途上で成熟度に

課題あり。 

 

・他民族国家であり、

民族間の格差は政

治的に機微な課題。 

・固定資産税制の成

熟度に課題あり。 

・格差への対応、低

所得者層の包摂に

関する社会的合意

があり、データ公表

に大きな支障はな

い。 

・固定資産税制の成

熟度は高い。 

出所）筆者 
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4.マスタープラン段階におけるスピルオーバー効果を取り込んだ   

インフラファイナンス検討の標準的なワークフロー（TOR） 

3.4 のケース分析で得られた教訓を踏まえ、マスタープラン段階におけるスピルオーバー効果を

取り込んだインフラファイナンス検討の標準的なワークフロー（TOR）を策定した。TOR 概要は、以

下のとおりである。なお、本節では標準的なワークフローについて述べているが、スピルオーバー

効果を活用したファイナンス検討には、相手国政府の制度改編や意思決定が必要となるため、必

要に応じ、政治レベルでの折衝や交渉も必要となり、マスタープランの案件監理についてもよりプ

ロアクティブな姿勢が必要となる。その過程では、先進国や他の開発途上国での成功事例の紹介

なども通じて、手法の有効性に対する理解を涵養することも相手国政府の理解や意思決定の促進

に有効であろう。これらを通じ、マスタープラン段階では、スピルオーバー効果を活用したファイナ

ンスを、以後の実行可能性調査（F/S）以降の事業化プロセスで本格展開していくための基盤整備

を目的とする38。 

 

① 地価や固定資産税等の関連データの詳細（年数、更新頻度、メッシュの細かさ等）と入手可否

を確認する。その際、各種データの精度（例：公示地価の市場価格の反映度合い）について確

認する。 

② 地価や固定資産税に関する制度を確認する（固定資産税制、課税主体、使途の制約、地価

公示制度、不動産鑑定制度等）。その際、制度の成熟度やデータの公表に関する制約につい

ても確認する。 

③ 対象プロジェクトにおけるスピルオーバー効果の指標（Indicator）の設定を行う（例えば介入地

域（Treatment area） と統制地域（Control area）の交通開業後の固定資産税収の差分の XX％。

交通インフラによる土地価格増分の XX％など）。 

④ スピルオーバー効果による潜在的な財源創出額の予測を行う。 

⑤ スピルオーバー効果による潜在的財源の還流スキーム検討を行う（当該財源の使用対象・管

理主体、複数関係者の場合のコーディネーション枠組み等）。 

⑥ スピルオーバー効果を取り込んだプロジェクトの財務的内部収益率（FIRR）39の算定を行う（ス

ピルオーバー効果を取り込んだ場合、取り込まない場合の FIRR の比較）。 

⑦ スピルオーバー効果を最大化するための施策や制度改善の提案を行う。 

 

以下に各項目の詳細を示す。 

 

                                                      
38 相手国政府の政治的判断により、ケースとしては最終的にスピルオーバー効果を活用したファイナン

スを採用しない場合も想定される。いずれにせよ、マスタープラン段階では、本手法の導入に前向きな

国、都市を選択しつつ、可能な限り本手法の導入を働き掛けていくことが肝要となる。 
39  プロジェクトの収益性を示す指標の１つ。 プロジェクトから得られる財務的収益（プロジェクト実施者

が出資する資本）の現在価値が、プロジェクトの為に要する財務的費用（プロジェクトに投下する資金）

の現在価値と等しくなるような割引率。開発途上国の開発プロジェクトの実行可能性調査（Feasibility 

study）では算出が標準となっている。 
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4.1 データの存在と入手可能性の確認 

スピルオーバー効果を取り込んだインフラファイナンス検討の基礎となる各種データと付随

する関連情報を確認する。スピルオーバー効果（都市交通によって生み出される地域経済へ

のプラスの波及効果）を測るためには、都市交通が開通した地域の固定資産税等の税収の増

加高、固定資産税の基となる地価のデータ等を収集し、都市交通の恩恵がない地域との差を

計測し、都市交通によってもたらされるスピルオーバー効果を推定することができる。 

想定される具体的な調査項目は表 3 の通りである。なお、スピルオーバー効果計測のデー

タソースはマネタイズの観点からは固定資産税等の税収データが望ましいものの、税収データ

の地理的な加工の可否の観点や、取扱いについて相手国政府より懸念が示される場合があ

ることから、地価データもデータソースの候補となる。適切なデータが存在しない場合、当該国

の不動産鑑定に精通する民間の不動産鑑定会社を再委託先として地価データの収集を検討

することも選択肢の一つである。既存データの場合のデータ有効性の判断基準の例を表 4 に

示す。なお、公示地価の場合は、データが存在しても市場価格と乖離している場合も想定され

ることから、地価の鑑定手法の成熟度や文献調査、関係者へのヒアリングを通じ、公示地価と

市場価格の関係性について整理し、公示地価がデータとして有効かどうかの判定を行う。 

 

表 3：データに関する調査項目 
 

固定資産税（Property tax）、不動産価格（Property value）、地価（Land value）等のデータの

有無 

上記データの作成主体（担当官庁や部署名） 

上記データのプロットの細かさ（メッシュ単位） 

各種データの正確な定義40と計測手法（例：取引事例比較法41、収益還元法42等） 

公示地価と市場価格の関係性（公示地価は市場価格をどの程度反映しているか） 

当該国における民間の不動産鑑定会社の状況（鑑定会社の有無、また存在する場合、国

際企業かローカル企業か） 

不動産鑑定の単価 

出所）筆者 

 

 

 

 

 

                                                      
40 例えば、日本では同じ公定地価でも公示地価や路線価など複数あり、定義も異なる。 
41  取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引

価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を

行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求める手法である（国土

交通省、2002）。 
42  収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求め

ることにより対象不動産の試算価格を求める手法である（国土交通省、2002）。 
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表 4：データ有効性の判断基準の例 
 

想定されるデータの種類 データの有効性の判断基準の例 

・公示地価データ 

・民間が保有する地価データ 

・固定資産税データ 

・データ更新の頻度（定期的なスピルオーバ

ー効果の計測のためには一定の頻度での

データ更新が必要）。 

・データのカバー範囲（対象路線にあわせ、

介入地域、統制地域を設定するにあたり適

切な範囲でデータが取られているか）。 

・データのメッシュや加工の容易さ（対象路

線にあわせ、介入地域、統制地域を設定す

るために、ある程度の細かさのメッシュでの

データが求められる）。 

・公示地価の場合、市場価格とどの程度の

乖離があり、市場価格の要素をどの程度、

反映しているか。 

出所）筆者 

 

4.2 固定資産税や地価に関する制度の確認 

固定資産税や地価に関する当該国の制度について調査する。想定される具体的な調査項

目は表 5 の通りであり、税収増分や地価増分を交通事業や沿線開発事業に使用できる制度

的基盤の有無について確認する。また、公示地価制度を含む固定資産税制について、鑑定

手法、鑑定価格の透明性、市場価格との乖離の程度といった観点から全般的な成熟度を分

析する。さらに、地価や固定資産税は当該国の社会経済上の観点から、公表を前提としたデ

ータ分析は制約がある場合があることから、データ公開にあたっての制約についても確認する。 

 

表 5：固定資産税や地価に関する調査項目 
 

当該国の固定資産税制（特に税収増分や地価増分を交通事業や沿線開発事業に使用で

きる制度的基盤の有無）。 

固定資産税の課税主体（課税率の決定主体）。 

税収の使途の法的制約の有無 

税使途の説明責任体制、税使途の変更の意思決定に係る制度や手続き 

土地制度（例えば中国のように国によっては土地の民間所有を禁じ、使用権のみが取引対

象の国もあり、土地制度の概要について調査する）。 

地価公示制度の有無と詳細（鑑定手法、鑑定価格の透明性、市場価格との乖離の程度含

む）。 

不動産鑑定制度（不動産鑑定基準の有無とその詳細）。 

土地区画制度等の都市開発制度の詳細。 

出所）筆者 
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4.3 当該案件におけるスピルオーバー効果の指標（Indicator）の設定 

スピルオーバー効果の定義と指標（Indicator）は、プロジェクトの文脈、各種データの有無、

当該国の関連制度により、プロジェクトごとに検討・設定される性質のものである。表 6 の項目

につき、当該プロジェクトに応じたスピルオーバー効果の定義と指標（Indicator）設定を行い、

先方実施機関と協議を行う43。 

 

表 6：スピルオーバー効果の指標設定に係る検討項目 
 

プロジェクトによる固定資産税増分を対象とするか、地価増分44を対象とするか。 

介入地域（Treatment area：都市交通によりプラスの経済効果を受ける地域）と統制地域

（Control area：都市交通から一定程度離れており都市交通による経済効果の影響が限定的

な地域）の設定（例：鉄道沿線 XXm 圏内外、沿線自治体行政域/非沿線自治体行政域

等）。 

何をスピルオーバーによる潜在的財源とするか（例：介入地域（Treatment area） と統制地域

（Control area） の交通開業後の固定資産税収の差分の XX％、交通インフラによる土地価

格増分の XX％など）。 

（対象都市に既存の都市交通がある場合）過去のスピルオーバー効果の計測を行い、当該

都市のスピルオーバー効果の概算規模を得る。 

計測手法の検討（例：DID やヘドニック法45等が考えられる）。 

出所）筆者 

 

4.4 スピルオーバー効果による潜在的な財源創出額の予測 

プロジェクト実施に伴うスピルオーバー効果による潜在的な財源創出額の予測を行う。予測

については感度分析（Sensitivity analysis）を含める。感度分析の項目は、固定資産税率の変

更など制度変更のリスク、都市交通プロジェクトの計画変更（開業時期やルートなどの大幅な

変更）などが想定される。なお、スピルオーバー効果によって創出される潜在的財源のうち、ど

の程度を都市交通に関する財源に充当するかも含まれる。 

 

                                                      
43 スピルオーバー効果の定義、指標、計測法などは特定の解がある訳ではなく、マスタープラン段階で

先方政府と協議・合意形成していくことが肝要となる。例えば、介入地域と統制地域の設定についても、

（特に計量経済分野の）学術的な文脈ではバランステストの実施が一般的だが、本稿の目的は学術的

に厳密な実証分析ではなく、スピルオーバー効果の活用という実務的な目的が達せられる方策を検討

することである。具体的には、税の使途変更に伴う当該政府の説明責任が果たせるような形で介入地域

と統制地域の設定ができれば実務的には問題ないわけであり、先方政府が受け入れられる方策を相手

国政府との対話を通じて検討していくことが必要となる。 
44  スピルオーバー効果の指標を地価（Land value）増分とする場合には、固定資産税制の詳細調査を

踏まえた地価増分のマネタイズ（貨幣換算）のプロセス検討が別途、必要となる。 
45  ある商品価格をその商品のさまざまな属性の価値に関する集合体（属性の束）とみなし、回帰分析を

利用してそれぞれの属性価格を推定する手法である（唐渡、2016）。不動産に関する地価等の推定にも

用いられることが多い。 
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4.5 スピルオーバー効果による潜在的財源の還流スキーム検討とその制度

化の提案 
 

捕捉したスピルオーバー効果をプロジェクトのファイナンスに還流させるための持続的なス

キームを検討する。複数主体がかかわる場合、現実的なコーディネーションが実施されるよう

留意し、表 7 の項目について検討する。4.2 で調査する固定資産税や地価に関する制度の現

状を踏まえ、交通事業者の非運賃収入の向上に向けたインセンティブ付与の観点から、税収

増分や地価増分を交通事業や沿線開発事業に使用できる制度的基盤を提案する。なお、こ

こでの目的はスキームを確定させることではなく、スピルオーバー効果を活用したファイナンス

手法に伴う先方政府の制度改編を前進させるための材料を提供し、制度促進を改編させるこ

とであり、同目的の範囲内でのスキーム検討の精度で実施する。 

 

表 7：スピルオーバー効果による潜在的財源の還流スキーム検討に係る項目 
 

当該財源の使用対象（都市交通新規整備、都市交通の O＆M（運営と維持管理）、駅周辺・沿

線不動産開発など）。 

当該財源の管理主体。 

事業のファイナンススキーム（例：Tax-based land value capture46方式、Joint-development47方式）。 

複数関係者の場合、コーディネーション枠組み（複数の自治体が関与する場合、自治体連合：

Local government unit）等が例としてあげられる）。 

税収増分や地価増分を交通事業や沿線開発事業に使用できる制度的基盤（現行ない場合）。 

出所）筆者 

 

4.6 スピルオーバー効果を取り込んだプロジェクトの経済・財務分析 

プロジェクトの FIRR（財務的内部収益率）48について、スピルオーバー効果ある場合、ない

場合の比較を行う。スピルオーバー効果の取り組みがプロジェクトの財務健全性に与える影響

を検討する。 

 

4.7 スピルオーバー効果を最大化するための施策や制度改善の提案 

スピルオーバー効果のアウトカムである地価や固定資産税の増分が最大化されるための施

策や必要な制度改善の提案を行う。具体例としては、良質な駅前開発や沿線開発のための

TOD49計画の策定と実施、他の交通モードとの円滑な結節の構築、特に女性の鉄道利用者を

                                                      
46 当該プロジェクトによる固定資産税増分をプロジェクトに還流させるスキーム。 
47 主に駅周辺開発を対象として、自治体と民間ディベロッパーが JV を組み、不動産開発の収益の一

部を駅周辺の公共インフラ整備の財源とする方式。ただし、自治体が駅周辺の土地を保有していること

が前提。 
48  スピルオーバー効果の有無による財務的なインパクトを概算的に把握することが目的であり、マスタ

ープランレベルの概算的な精度である点、留意が必要。本格的にスピルオーバー効果活用を前提とし

た制度改編が前進する場合、F/S 段階で詳細な FIRR 計算を行う必要がある。 
49 Transit-Oriented Development：公共交通志向型開発。 
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念頭に夜間でも安全に駅まで移動できるような街灯や街路の整備、目的地までのフィーダー

交通の拡充といったラストワンマイル施策といった取り組みが想定される。 

 
 

5.結論 

本稿では、都市鉄道に代表される都市交通の整備を都市交通マスタープランで提案しても、

コストが膨大なため実現に結びつかない、あるいは運営段階での資金ショートにより運行に支

障をきたす場合があるという課題に対し、都市交通インフラが周辺地域に及ぼす間接効果で

あるスピルオーバー効果に着目し、同効果を取り込んだ新たなインフラファイナンスに関する

研究を実施した。具体的には、スピルオーバー効果に関する理論的な枠組みは既に一定程

度整備されているとの認識のもと、実務化の促進を図るため、3 ヵ国の開発途上国都市を対象

にしたスピルオーバー効果のケース分析を実施し、その過程で得られた知見を踏まえたマスタ

ープラン段階におけるスピルオーバー効果を取り込んだインフラファイナンス検討の標準的な

ワークフロー（TOR）を提案した。同手法の検討に当たっては、対象国や対象都市の関係機関

の同手法への理解や導入に向けての姿勢を見定める必要があるが、その基礎的な判断の観

点として、「スピルオーバー効果を活用したファイナンス手法導入に関する交通当局/交通事

業者と税務当局の方針の一致の程度」、「非運賃収入向上へのインセンティブ」、「公示地価

制度を含む固定資産税制の成熟度とデータ公表にあたっての社会状況」の三つの観点が重

要なことを指摘した。また、マスタープランで本手法の検討するに際しての、スピルオーバー効

果計測のデータソースとして、実務的観点から地価データの有効性を指摘した。 

最後に、今後の実務化の促進にあたり重要な視点を 2 点あげたい。第一に、都市交通マス

タープランの中で実施すべき施策の一つとしてスピルオーバー効果を活用した制度の整備を

位置付けることにより、政策としての実現可能性を高めることである。スピルオーバー効果を事

業収益として活用するためにはその制度化が必要であり、制度整備に時間を要することが想

定される。JICA では都市交通マスタープラン策定の支援において、その実現性を高めるため、

都市交通マスタープランを相手国政府の国家政策として政府承認を得られるよう働きかけを行

っている。このため、都市交通マスタープランの一施策としてスピルオーバー効果を活用した

制度作りを位置付けることで制度化の推進に大きく寄与することが期待される。第二に、都市

交通マスタープランにおいて提案されるインフラ整備事業の評価軸としてスピルオーバー効果

を活用することにより，より大きなスピルオーバー効果を創出する事業を形成し、制度整備と併

せてより資金面で負担が少ないインフラ整備計画が策定されることが期待される。 

今後の研究および実務面の課題はスピルオーバー効果の活用に関する制度化の促進に

係る知見の蓄積である。本研究で明らかになった視点を盛り込んだインフラファイナンス検討

をマスタープラン段階から試行的に実施し、実務による実践を通じ更なる知見の蓄積が求めら

れる。これら取り組みを通じ、途上国の都市交通インフラのファイナンスの課題解決が促進さ

れることが期待される。 

 

以上 
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